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今後の淀川水系流域委員会について（案） 

（注：以前委員にお送りした検討会案 031112 版と同じ内容です） 
 

＜基本的な方向＞ 

・ 現在の任期が終了する 2005.1.31 までは、現行の体制で流域委員会を継続する。 

・ 2005.2.1 からは、新体制（委員の大幅変更や部会構成の再編等を想定）とする。新体制

の内容については、新委員会スタート半年程度前までに検討する。 

＜基本的方向が出された理由＞ 

・ 新たな公共事業の進め方「淀川モデル」を定着、発展させていくことが委員会の責務であ

ることを重視し、委員会としての継続性（社会的な責務、川づくりの考え方、これまでの

議論内容等）を考慮したため。 

・ 基礎原案で「調査・検討」とされているダムの調査検討結果を現行の体制で審議するため。 

＜規約との関係＞ 

（前提）新しい活動に関する要請を河川管理者から受けた後、下記修正を行う。 

・ 移行期は、現在の規約の（目的）の内容を新しい活動内容に沿った記述に修正する。 

・ 新流域委員会スタートにあたっては、その枠組みに沿った内容に大幅に修正する（新流域

委員会イメージは別紙参照）。 

 

淀川水系流域委員会  

活動内容 体制（メンバー、部会構成等） 

河川整備計画 

～2003.12 

（意見書提

出まで） 

計画策定において、 

・計画について意見を述べる

・関係住民の意見の反映方法

について意見を述べる 

・53 名 

・３地域部会＋４テーマ部会 

説明資料（第１稿）

説明資料（第２稿）

基礎原案 

2004～ 

2005.1.31 

（現行任期

終了まで） 

 

・現委員を基本とする。 

・３地域部会でスタート（テー

マ部会は一旦休止）。必要に応

じてＷＧを立ち上げる。 

・所属部会を一部変更。 

・委員会、各部会は年数回程度

開催 

2005.2.1～ 

 

計画の進捗の点検、見直しに

おいて、 

・「調査・検討」事業 

→調査検討結果について

意見を述べる 

・「実施」事業について 

→実施済：実施状況、モニ

タリング結果について

意見を述べる（協議会等

の状況も含む） 

→未実施：事業継続の可否

ついて意見を述べる（事

業評価監視委員会の機

能を兼ねる） 

・関係住民の意見の反映方法

について意見を述べる。 

新体制でスタート 

（新しい委員会のイメージは次

頁以降を参照） 

・調査検討結果が出

る（ダムを含む）。

・事業実施結果（モ

ニタリング結果等）

が出る。 

・各種協議会活動が

進む 

新
委
員
会 

移
行
期 

淀川水系流域委員会 

第 27 回委員会（H15.12.9） 
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別紙 

新流域委員会（2005.2.1～）のイメージ 

 

１．設置目的 

国土交通省近畿地方整備局が以下の目的のために継続的に設置する。 

・整備計画の進捗の点検、見直しにあたって意見を聴く（住民意見の反映方法も含む）。 

・事業評価監視委員会（行政評価法で規定された委員会）の機能を兼ねる。 

 

２．委員会の構成 

(1)委員会は河川・環境・人文・社会・法律・経済の専門家、ＮＧＯ関係者、地域住民など幅

広い分野からの委員によって構成される。 

委員会には四つの地域部会を設置する。 

1)琵琶湖部会 

2)淀川部会 

3)木津川上流部会 

4)猪名川部会 

(2)委員はいずれかの部会に所属する。 

委員は２部会に所属し、１部会の人数は 12 名程度を目安とする。委員会人数は 24 名程度

とする。 

 

３．委員の選出 

(1)基本的な考え方 

ⅰ)特定の個人が長期にわたって委員をつとめると弊害が出る恐れがあるので、任期があま

り長くならないようにし、流動化をはかる。 

ⅱ)委員会の基本的な考え方は継承されることが望ましいので、委員の部分的交替など具体

的な方法については検討する必要がある。 

ⅲ)世代間、男女間のバランスの問題を考え、特に若い人が委員になるように配慮する必要

がある。 

(2)具体的な方法 

一般公募、現流域委員会委員の自薦、他薦などを行い、現流域委員会委員を中心とする

選考委員会（仮称）にて検討する。 

 

４．審議方法 

(1)審議の透明性の確保、情報の公開 

委員会の会議、会議資料、議事録等は基本的に公開する。 

(2)国土交通省は審議に必要な下記資料を提出する。 

・整備計画の進捗状況とモニタリング結果 

・国土交通省による調査・検討結果 
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・国土交通省が設置する各種委員会、協議会の検討結果、協議内容 

参考 

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称） 

水害に強い地域づくり協議会（仮称） 

淀川堤防強化検討委員会（既設） 

河川保全利用委員会（仮称）   等 

(3)委員自ら現地視察、調査を行うとともに、場合によっては委員会、協議会、ＮＧＯ、広く

住民等から意見聴取を行う。 

(4)二つ以上の地域に関係する問題については随時ＷＧを設置して検討し、委員会で審議する。

委員会、部会、ＷＧは必要に応じて委員以外の専門家の協力を得ることができる。 

(5)委員会の開催頻度 

委員会、部会とも年数回程度。あとは河川管理者の要請による。 

(6)会の運営事務 

委員会の運営事務は民間企業が行う。 

以上 

 


